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給水装置工事完成検査報告書（主任技術者） （様式６）

設　置　場　所

申     請     者

徴  収  番  号

検査項目 対象チェック

配
管

配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30㎝以上離れている（施行令第６条１）に適合 □

配水管への取付口における給水管口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でな
い（施行令第６条２）に適合

□

配水管の水圧に影響を及ぼすポンプに連結されていない（施行令第６条３）に適合 □

水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがない
ものであること（施行令第６条４）に適合

□

必要な防護措置が施されている（凍結防止・腐食防止等）（施行令第６条５）に適合 □

クロスコネクションがされていない（施行令第６条６）に適合 □

適切な逆流防止措置が施されている（施行令第６条７）に適合 □

水圧試験の結果、漏水、抜けその他の異常がない（1.75ＭＰaを１分間保持） □

埋設深度が基準値以上である（道路及び宅内） □

□

筐類が設置基準に適合している

配管状況が設計書と整合している □

適切な接合である □

各戸メーターと各戸給水装置の関連が設計書と整合している □

性能基準適合品が使用されている □

器
具

器具・ユニットは性能基準適合品が使用されている □

適切な接合である □

基準どおりの吐水口空間が確保されている

□

オーバーフロー管及び通気管の管端部に防虫網が設置されている

□

メ
ー

タ
ー

メーターの検針、取替え等に支障がない □

メーター止水栓が正常に機能し、かつ、操作に支障がない □

メーター筐の底板・砂留板が良好に設置されている □

すべての給水栓等がメーターを経由している □

止
水
栓

止水栓が正常に機能し、かつ、操作に支障がない □

止水栓が止水栓筐の中心にあり、かつ、傾きがない □

満・減水警報装置及び波立ち防止板の設置が適切である □

貯水槽の有効容量が設計書と整合している □

□定水位弁及び減圧弁が正常に機能し、かつ、設置状況が適切である

チェック水栓が設置されている □

水
質

遊離残留塩素が基準値以上である（0.1㎎/ℓ以上） □

臭気、味、色及び濁りに異常がない（井戸切替の場合は、鉄・pH） □

貯
水
槽

基準どおりの吐水口空間が確保されている

□

・対象チェック欄の記入方法は、該当する検査項目について主任技術者が確認をして□にレ点を記入すること
・該当しない検査項目については、枠内を斜線すること

上記のとおり確認し基準に適合していたことを報告します。 検査日　　　年　　　月　　　日

指定工事事業者 主任技術者


